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１ 新居浜市の現状及び課題 

本市は、第六次新居浜市⾧期総合計画が掲げる将来都市像「－豊かな心で幸せつむぐ－人が

輝く あかがねのまち にいはま」を達成するために、市民の方が満足できる行政サービスを持

続的に提供できる自治体運営の基盤づくりを目標としている。 

現在の市民を取り巻く社会経済環境の変化や、今後の社会のあり方を踏まえた、これからの

時代において目指すべき本市の新しい将来像を描くとともに、目指す都市像を実現するために

は、子どもからお年寄りまで、すべての世代が、地球環境に配慮しながら、活気のある魅力的

なまちに、安心安全に暮らせることが求められる。そして、そのためにはまず、人口の減少や

老齢人口の増加、商業活動の鈍化、公共交通機関の利用低迷、大雨による水害、土砂災害への

対策や、子どもの安全な環境整備を重要な課題と捉え、各施策において、課題解決に向けた取

組が必要である。 

このような取組は今後、行政のみならず、教育機関や企業等、あらゆる主体と共同で取り組

む必要があり、デジタル技術の進展が期待される中、様々なデータを集積・共有しながら、ま

ちづくりを推進することが求められている。 

 

２ 新居浜市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画の目的 

新居浜市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画（以下、新居浜市ＤＸ推進

計画という。）は、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元

年６月１４日閣議決定）」を受けて、新居浜市内の官民データ活用の推進を図るとともに、国

の施策と市の施策及び県の施策と市の施策の整合を担保することで、広域的なデータ流通の円

滑な促進に寄与し、将来的な地域課題の自発的な解消や全国的な行政及び民間のサービス水準

の向上に繋げ、住民の利便性向上に寄与するとともに、データの利活用を通じた地域経済の活

性化に繋げることを目的とする。 

また、業務・システムの標準化やクラウド利用の推進により、必要経費の削減や職員の事務

負担の軽減を図るとともに、新たなサービスの提供や更なる業務の効率化を通じ、本市が抱え

る諸問題の解消を図る。 

 

３ 新居浜市ＤＸ計画の位置付け 

新居浜市ＤＸ計画は、第六次新居浜市⾧期総合計画（令和３年３月）に基づき、持続可能な

まちづくりの推進「ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用と市民サービスの向上」について推進す



ることとしており、「行政機能の向上」、「情報セキュリティ対策の推進」等具体的な施策を定

めるものとして位置付けている。また、官民データ活用推進基本法（平成２８年１２月）第９

条３項に規定される「官民データ活用推進計画」策定、デジタル手続法（令和元年５月）に基

づく行政手続きのオンライン化、総務省自治体ＤＸ推進計画（令和２年１２月２５日）、デジ

タル社会の実現に向けた重点計画（令和 5 年 6 月 9 日閣議決定）を踏まえた総合的な戦略とし

ての位置付けである。 

 

４ 新居浜市ＤＸ計画の推進基盤 

（１）ＤＸ推進体制 

新居浜市ＤＸ計画の推進に当たっては、各種データの標準化やシステム改修といった、情

報関連の取組が必須となるが、それはあくまでも官民データ活用に伴う域内経済の活性化や

業務効率の向上のための手段に過ぎない。一方、ＤＸ推進計画を推進するためには、企画、

情報化推進等の管理部門と住民制度、健康・福祉、子育て等の実施部門との連携、協力が不

可欠である。 

令和３年５月には庁内に部署横断的な「新居浜市ＤＸ計画推進プロジェクトチーム」を立

ち上げ、必要な各種取組を検討・協議し、本市のＤＸを加速・推進させている。また、同プ

ロジェクトチームにおいて、担当部署から各施策の報告を受けるとともに、各施策の進捗及

び効果に関する評価・分析を行い、その結果を本市の行政運営に反映している。 

 

（２）愛媛県・市町協働によるＤＸ推進 

ＤＸを推進するためには、地域住民と最も身近な立場で課題解決に携わる愛媛県・各市町

との協働が不可欠となる。 

愛媛県と２０市町では、これまでも共通する地域課題について、「チーム愛媛」で解決に

取り組んできた実績や経験を有しており、ＤＸの推進に当たっても、これまでに蓄積してき

た連携や協働のノウハウに加え、官民共創デジタルプラットフォームを効果的に活用するこ

とで更なる県・市町連携の深化を図り、地域との連携を図りながらＤＸの推進を行う。 

 

５ ＤＸ推進に関する施策の基本的な方針 

ＤＸ推進に関する施策については、「手続における情報通信の技術の利用等に係る取組」、

「官民データの容易な利用等に係る取組」、「個人番号カードの普及及び活用に係る取組」、「利

用の機会等格差の是正に係る取組」及び「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等

に係る取組」の５つの取組を柱とし、それぞれの柱に係る基本的な方針は次のとおりとする。 

 

 



（１）手続における情報通信の技術の利用等に係る取組 

「すぐ使える」「簡単」「便利」な行政サービスを実現するため、従来の紙文化から脱却

し、官民データ利活用に向けた行政手続等におけるオンライン化の原則、それに伴う情報シ

ステム改革・業務の見直し及び添付書類の省略を推進し、利用者中心の行政サービスを実現

する。併せて、行政手続等におけるオンライン化の原則を実現するため、住民や職員等の利

用者側におけるオンライン化についても利用を促進する。 

 

（２）官民データの容易な利用等に係る取組 

官民データを様々な主体が容易に活用できるようにするため、「オープンデータ基本指針

（平成２９年５月３０日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進

戦略会議決定。令和元年６月７日改定。）」等を踏まえて、本市が保有するデータのオープン

データ化を推進する。また、事業者等の利益や国の安全が害されることがないようにしつ

つ、公益事業分野の事業者が保有するデータのオープンデータ化を促す。 

 

（３）個人番号カードの普及及び活用に係る取組 

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」（令和元年６

月４日デジタル・ガバメント閣僚会議）や骨太の方針等を踏まえ、マイナンバーカードを活

用した消費活性化策や、今後、本格運用が開始される健康保険証としての利用等の取組を着

実に進め、マイナンバーカードの普及・利活用を推進する。また、行政サービスにおけるマ

イナンバーカードの利用を推進することで、行政の事務負担の軽減及び住民の利便性向上を

図る。 

 

（４）利用の機会等の格差の是正に係る取組 

地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は

活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開発

及び提供その他の必要な措置を講ずる。 

 

（５）情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組 

行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、総合的なデジタル化、業務

の見直しや情報システムの改革を推進する。具体的には、情報システムについては、クラウ

ド化などの共用化を促進することで、情報システムの運用経費削減、セキュリティ水準の向

上、災害時における業務継続性の確保を図る。また、各種データの標準化（共通語彙基盤、

文字情報基盤、地域情報プラットフォーム標準仕様、中間標準レイアウト仕様への準拠等）

を図り、官民でのデータ流通を促進することで、民間の活力を活用した地域課題の解決に繋

げる。 

 



６ 行政のＤＸ施策・デジタル行政サービス 

（１）自治体の情報システムの標準化・共通化 

デジタル社会に対応したデジタル・ガバメントの実現は、単なる手続きのオンライン化に

とどまらず、行政サービスの手続きや申請の受付をはじめ、審査や決裁、書類の保存業務な

どの業務も含めた一連の業務を、デジタル処理に切り替えていくことが求められる。行政業

務の自動化を通じて、利用者の利便性向上と職員の事務作業を軽減することが主要な目的で

あるが、自動化によって創出された時間や人材および財源を市民に寄り添うより高品質でき

め細やかなサービスの提供に充てられるメリットが生まれる。 

自治体クラウドへの対応は、従来の業務プロセスの共通化・標準化や、複数団体が基幹系

システムを共同で利用することで、費用の削減や業務負担の軽減が図られ、業務の共通化や

標準化を図ることを目的として推進してきた。共通のサービスである自治体クラウドは、セ

キュリティ水準の向上をはじめ、災害に強い基盤整備の観点からも対応が求められている。

今後の基幹業務システムの標準化・共通化に対しては、令和７年度までに、国が整備を行う

ガバメントクラウド（Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ）を活用し、標準準拠システムへの移行を進め

る。 

  

（２）マイナンバーカードの普及及び利用の推進 

マイナンバーカードが全国民に行き渡ることを目指し、マイナンバーカードの普及を推進

し、今後、本人確認手法として標準化されることが見込まれることから、スマートフォンや

マイナンバーカードを活用した個人認証の環境整備を図る。今後のオンライン化に向けた業

務の見直しやシステム改革の推進に当たっては、マイナンバーカードが有する公的個人認証

機能と市が提供する各種サービスを連携させ、マイナンバーカードを活用した様々な市民サ

ービスを可能とし、住民の利便性の向上を図る。 

 

（３）窓口 DX 

マイナンバーカードの券面情報等を利用し、これまで申請者が記入していた情報を記入し

なくてもよい申請書作成機能を利用した「書かない窓口」を導入することで、「書く、待

つ」といった申請者の負担の軽減、職員の業務負荷の軽減を目指し、窓口での申請の利便性

向上を図る。 

また、マイナンバーカードの公的個人認証機能を利用することで本人確認ができるため、

市民課でサービスを提供している各種証明書（戸籍関係、住民票関係等）の発行について

は、コンビニエンスストアのキオスク端末及び上部支所、川東支所におけるらくらく窓口証

明書交付サービス、インターネットでのオンライン申請が可能となり、利用者のニーズに合

わせて時間と場所を選ばず証明の発行申請ができる環境を整備し、運用を開始している。 

  



（４）行政手続オンライン化 

行政手続のオンライン化に当たっては、情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保

等に係る取組と連動し、市全体として、情報システムの改革、制度や業務そのものの見直し

を併せて実施する。オンライン化を進めるツールとして電子申請システムを導入すること

で、市民課をはじめとする各種証明書発行業務、大型ごみ回収の申込み、上下水道の利用開

始、中止、変更届など多岐にわたる手続きの本人確認にマイナンバーカードの公的個人認証

機能を利用、併せて手数料納付のオンライン化、添付書類の省略の検討を行い、スマートフ

ォンなどを利用したオンライン申請ができるようにするなど、利用者の利便性向上に取り組

む。 

 

（５）図書館でのマイナンバーカード活用 

   図書館利用カードとマイナンバーカードとの連携を行い、マイナンバーカードで図書が借

りられるように整備を行う。新規の利用者申請についてもオンラインによる電子申請を利用

して、マイナンバーカード認証で本人確認を行い、来館しなくても利用者登録が可能とな

る。また、図書の貸出については、カウンターでの貸出に加え、マイナンバーカードを活用

し、自動貸出機を使用した貸出が可能となる。 

 

（６）マルチタスク車両の活用 

  ア 行政ＭａａＳ車両を活用した移動市役所 

    マルチタスク車両の活用により、大島や上部・川東地区の公民館など、市庁舎、支所か

ら離れた地域での一部証明書などの即日発行やオンライン相談を行っている。また、ＩＣ

カードリーダを具備したＰＣ等を整備し、マイナンバーカードの紐づけにも対応できるよ

うにしている。今後も引き続き、業務の拡充を図る。 

  イ 保健福祉ＭａａＳ車両を活用した健康相談 

マルチタスク車両内で実施するオンライン健康相談、保健指導ではマイナンバーカード

を活用し、診療・服薬履歴、特定健診情報等を保健師等へ正確な情報共有を図る。 

  ウ 保健福祉ＭａａＳ車両を活用したオンライン診療 

    医療資源の少ない離島やへき地等でも必要な医療サービスを継続的に提供できるよう、

マルチタスク車両を活用したオンライン診療の実現を図る。 

   

（７）ＳＮＳ等を活用したＤＸ推進 

行政情報の提供については、適切な時期に正確な情報を提供することが重要であり、各種

ＳＮＳなどを通じて、できる限り多くの市民または情報によっては市民以外の者も含めた広

範囲に提供することが求められる。 

特に、災害時など緊急時における適切な情報の発信及び収集に係る環境整備の向上は、市

民の生命・財産を守る上においても重要であることから、本市が提供するＳＮＳのサービス



利用を促進するとともに発信の内容や配信頻度の検証を進めながら、各種アプリやコンテン

ツの普及啓発を推進する。 

 

（８）ＡＩ等ＩＣＴ利活用による行政改革 

行政のデジタル化に向けた取組として、死亡手続に関する総合窓口となる「おくやみコー

ナー」の開設にあたり、死亡時の届出等についての業務プロセスの見直しを行い、「おくや

みコーナー」と関係各課との情報連携による死亡手続業務の最適化を実施している。また、

保育所入所選考業務へのＡＩを活用した業務プロセスの見直しによる選考作業時間の短縮に

取り組んでいる。 

 

（９）デジタル人材の確保・育成 

行政のＤＸを実現するためには、全ての職員がＤＸの重要性や価値、理念を理解し、デジ

タルリテラシーを向上させる必要がある。このため職員を対象としたＤＸに関する研修を、

従来のオフラインによる集団研修だけでなく、オンライン研修や e ラーニング等、様々な手

法を用いて定期的に開催することで組織全体でのデジタル技術活用能力の向上を図る。 

ＡＩ等のデジタル技術の活用により業務の効率化を図り、人的資源を行政サービスの更な

る向上に繋げていくことが求められる。距離や時間の壁をなくし、生産性を高めるデジタル

の活用は不可欠であり、全庁的なＤＸ推進体制構築にあたり、外部人材の活用・職員の育成

を推進する。 

本市では、スマートシティ官民連携プラットフォームのコンソーシアムとして、新居浜地

域スマートシティ推進協議会での取組や、地域活性化起業人等により、官民共創での取組を

実施しており、高度デジタル人材の協力を得てＤＸを推進する。 

また、愛媛県・市町協働で行う高度デジタル人材シェアリングも活用し、各分野の専門官

の知見を活かしながら、本市のニーズにあったＤＸの推進を図る。 

 

（１０）セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保 

新居浜市ＤＸ計画の実施に当たっては、「サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律

第１０４号）」、「サイバーセキュリティ戦略（平成２７年９月４日閣議決定）」、「新居浜市情

報セキュリティポリシー」に基づく適切な情報システムの運用体制を確保するほか、「個人

情報の保護に関する法律 」及び「新居浜市個人情報の保護に関する法律施行条例の施行

（令和５年４月１日）」に基づく適切なデータの公開、運用を図ることとし、個人情報等の

データ活用に係る地域住民の不安の払拭に努めることとする。 

 

（１１）デジタルデバイド対策 

ＤＸを推進するにあたり、様々なサービスがデジタル化され、デジタル技術の利活用の機

会が増えてくる。年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等に関わらず、市民の誰も



取り残さない形で、デジタル化の恩恵を広く行き渡らせていく環境の整備に取り組むことが

求められる。デジタル機器に不慣れな方でも容易に操作できるＵＩの設計など、利用者目線

の整備を実現することが重要である。同時にユーザーを問わずスマートフォンやタブレット

機器を使ったオンラインによる行政手続・サービスが利用できるよう高齢者等が身近な場所

で相談や学習を行える環境を用意する必要がある。本市では、スマートフォンのキャリアな

どによる民間サービスを活用すると同時に、地域の身近な施設などを会場にして、スマホ教

室やデジタル機器について相談できる環境を整備する。  

 

７ 内部事務ＤＸ施策 

（１）テレワークの推進 

テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、災害時や感染症対策など非常時における業

務継続のための手段の一つとするのに加え、育児、介護等のために時間制約がある職員、障

害等のために日常生活・社会生活上の制約がある職員の能力発揮にも資するものであり、ワ

ークライフバランスの観点からも重要である。ＩＣＴの利活用により、柔軟な働き方を実現

する手法の一つであるテレワークを推進することで、本市における地方創生・働き方改革を

進め、地域課題解決・地域活性化の実現と、新たな価値創造を目指す。 

また、国、愛媛県及び市内の関係団体と連携し、テレワークという働き方の定着をはかる

とともに、モバイルワークの推進、サテライトオフィス等の整備を進め、テレワークの導入

に取り組む市内企業等に対して導入支援を行う等、本市におけるテレワークの普及展開を推

進する。 

 

（２）公文書における電子決裁の推進 

平成２３年度４月に施行された「公文書等の管理に関する法律（通称：公文書管理法）」

において、その目的に国民視点が加えられ、行政の意思決定に至る経緯・過程や、事務作業

の実績を合理的に後付け検証することができるよう、公文書を適正に保存管理することが求

められている。本市においても、適正な保存管理を進めてきたところであるが、文書のデジ

タル化・電子決裁を導入することにより、押印廃止やペーパレス化を推進し、文書のより適

正な管理と業務の効率化、情報公開に係る市民の利便性の向上を図る。また、職員管理業務

についても、勤怠管理等においてデジタル技術を活用し、年休や時間外勤務について、利便

性の高いスピーディーな申請・届出事務を実現し、職員の働き方改革に繋げていく。 

 

（３）庁内業務のオンライン化 

労働人口が大幅に減少していく中、多様な働き方を選択できる社会の実現を目指し、限ら

れた労働力による効率的な働き方が必要である。オンライン会議は、感染症対策以外にも、

出張経費の削減や、移動時間に対する時間の有効活用等、会議の効率化が可能である。ま



た、タブレット端末を活用したペーパレス会議を実現し、資料作成に携わる作業負担の軽減

により、業務の生産性を向上し、迅速な意思決定を図る。庁内業務における連携を最適化す

るために、タブレット端末によるオンライン会議を活用した庁内のコミュニケーションの効

率化を推進し、オンラインによる行政サービスへの適用について検討を行う。 

 

８ スマートシティ実現の施策 

  人口減少・少子高齢化が進行し、地方自治体の財政も厳しさが増す中においても、ＩＣＴ等

の先端技術を活用しながら地域の抱える諸課題を解決し、住みたい・住み続けたいと思える、

持続的発展が可能なまち「スマートシティ」の実現を目指している。 

 

令和元年度には、スマートシティの実現に向けた取組を推進させるため、民間企業や教育機

関等で組織する「新居浜地域スマートシティ推進協議会」を発足させた。また、様々な取組か

ら得られるデータの利活用を行うため、データ利活用基盤を構築し、「防災情報システム」「地

域ポイントシステム」を稼働させるとともに、データ連携を実施している。 

 

（１）スマートシティ実装に向けたロードマップ 

データを利活用した新規ビジネスの創出による地域課題の解決及び街の全体最適化を目的

とし、三段階で計画を推進している。 

【ステップ１】 

個々の課題解決に向けてアプリケーション・サービスを企画し、一部実装させると共

に、データ連携を可能とする検証を行う。 



また、連携された各種データの利活用を可能とするプロセスを公開し、誰もがスマート

シティ計画に参画でき、データを利活用した新規ビジネスの創出を可能とする。 

【ステップ２】 

ステップ１で実装されたアプリケーション・サービスを稼働させ、共通プラットフォー

ムにデータ連携・蓄積を実現する。 

【ステップ３】 

ステップ２で共通プラットフォームに蓄積されたデータを誰もが利活用でき、新規アプ

リケーション・サービス及びビジネスの創出を可能とする。 

 

 

（２）地域交通（持続可能なモビリティ体系の構築・交通インフラの最適化） 

誰もが快適に移動できるモビリティ体系を構築し、複数のサービスをワンストップできる

環境の実現を目指す。また、人流・交通量などのビッグデータやバス等の公共交通機関のセ

ンシングデータを取得し、ＡＩを活用したデータ解析により、交通インフラの最適化を図

り、交通事故の防止や渋滞の緩和、また環境への配慮などを実現する。 

  ア デマンドタクシーサービスのデジタル化 

    一部の地域で運用している AI を活用したデマンドタクシーサービスを市民の利便性、

運行事業者の業務効率化を目的に市内全域でのサービス開始を早期に実現する。 

    また、デマンドサービスで使用するスマートフォンアプリの使用方法など高齢者を中心

にデジタルリテラシーの向上への取り組みも実施する。  

  イ バスロケーションシステムの実装 

    バスロケーションシステムを社会実装し、公共交通機関の利用促進及び利用者の利便性

の向上を目指す。 

  ウ 地域ポイントとの連携 

    地域ポイントシステムと連携し、各公共交通機関の利用時に地域ポイントが付与される

仕組みを検討・開発し、公共交通機関の利用促進を図る。 

 

 



（３）安全安心なまちづくり（防災・見守り） 

  ア ダッシュボードによる各種気象・防災データの可視化 

    降水量、水位などの各種気象・防災データをプラットフォームに収集・蓄積し、データ

を利活用したダッシュボードによる可視化を行うと共に、取得したデータをもとにＡＩに

よる災害発生シミュレーション、危険地域予測判定など土砂災害警戒区域を中心に告知

し、市民の安全を守る。 

  イ マイナンバーカードを使った避難所チェックイン 

    災害時に開設される公民館等の一次避難所に、マイナンバーカードを活用した避難所チ

ェックインサービスを整備することで、避難所の状況の把握を行うとともに、マイナポー

タルとの連携により避難者本人や医療関係者が服薬情報や通院履歴等が確認でき、必要な

サポートにつなげる。 

  ウ 高齢者や子どもの見守り 

    誰もが安心して生活できるよう、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）を活

用し、高齢者や子どもを対象とした見守りサービスを社会実装させる。 

 

（４）地域経済・産業・働き方 

  ア 地域ポイントシステム「あかがねポイント」 

   経済分野では、行政施策の参加促進と地域経済活性化を目指した、地域ポイントシステ

ムを構築し、令和２年度より本格稼働をしている。今後もさらに地域ポイントシステムの

民間による活用の拡充を目指す。 

 イ 企業のデジタル化、デジタル人材の育成 

地域産業活性については、人口減少・少子化の課題を抱える本市として、移住・定住ま

た働き方改革を含めた子育て支援への取組として、企業等のテレワークの推進や、ＩＣＴ

利活用支援による働き方改革の推進を目指す。 

企業における、業務の効率化、生産性の向上、販路拡大等を促進するため、新たにデジ

タルツールを導入する市内中小企業に対して、補助金交付による支援を行う。さらには、

ＩＴ/ＩｏＴを活用して自社の業務の効率化、生産性の向上を図り、ＤＸの推進に向けた

取組を進めたいと考えているが、どのように進めていけばいいかわからない、という市内

中小企業に対し、課題の検討から課題解決に資するデジタルツールの導入までの一貫した

支援を行う。 

また、企業の DX を推進していくにあたり必要となるデジタル人材の育成のため、研修

の開催、外部研修への参加を実施する市内中小企業に対して、補助金交付により、支援す

る。デジタル人材育成の支援にあたっては、新居浜工業高等専門学校をはじめとする学術

機関及び地域ＩＴ企業と連携し、デジタル人材の育成に取り組むとともに、デジタル技術

の向上を目指す人が自由に集うことができる場を設置し、ノーコードツール等、デジタル

技術を有する専門家を招聘することで、デジタル技術を活用した起業家の創出・デジタル



人材の育成、加えて、デジタル技術に課題を持つ企業と、課題解決能力のある人材のマッ

チングを図る。 

ウ ＩＴ企業の誘致 

通信業、情報サービス業など、ＩＣＴ関連企業に対し、新居浜市企業立地促進条例に基

づく奨励金を交付することにより、本市へのＩＣＴ関連企業の立地を促進する。また、ソ

フトウェア開発企業等に、ＤＸに向けた取組を進めている市内企業の状況を知ってもらう

ことで、ビジネス需要があると捉える企業の市内レンタルオフィスやコワーキングルーム

等を活用したサテライトオフィスの設置等を促す。 

エ 新居浜市ＩｏＴ推進ラボ 

産業分野では、企業のＩＴ利活用の推進、機運醸成、企業間ネットワークの拡大、オー

プンイノベーションの促進を図るため、産学官金連携により、「新居浜市ＩｏＴ推進ラ

ボ」を設置し、「企業のＤＸ推進」、「ＤＸ・ＩＴ人材の育成」、「ＩＴ企業の誘致」の３つ

の観点でデジタル化に関する事業を総合的に実施する。 

  オ スマート農業の推進 

    農業人口の減少により収穫高が減少している農業分野において、センサーや取得したデ

ータを活用するスマート農業を推進する。 

    特に本市の特産品である「七福芋」を栽培する離島「大島」で実証を行い、離島である

が故の不利な条件を克服する成果を検証する。 

  

（５）ヘルスケア 

   少子高齢化・⾧寿化となる現在、ヘルスケアとキャリアデザインを前提とした取組は、社

会保障費の低減や雇用の創出に、人口減少の歯止めにも期待できると考える。 

  個人の健康に関する定期健診データとウェアラブル端末などによる日常データを蓄積し、

予防医学の観点から分析し、データに基づく健康寿命の延伸を図る。市民を対象にウェアラ

ブル端末等を利用し、地域ポイントシステムと連携させ、健康増進に対する興味、関心を促

す健康増進施策を推進している。 

さらに健康増進アプリを活用した市の健康づくりに関する施策と地域ポイントシステムの

連携や、公的個人認証機能との連携によるマイナポータル上の「わたしの情報」がアプリか

ら確認できるようにすることで、利用者の健康意識の醸成を促し、複数事業と連携した場合

の効果を測定する。 

 

（６）教育のデジタル化 

新居浜市の教育情報化ビジョンは、教育理念に「持続可能な我が町「にいはま」－誰ひと

り取り残さない教育―」を掲げ、次の５つの教育ＩＣＴ環境を目標としている。 

■ 遠隔・オンライン学習による時間・距離に制約されない学び 

教員のＩＣＴ機器を活用するスキルの向上を図るとともに、ＩＣＴ機器を有効に活用で



きるネットワーク環境を整備することで、他県の学校や海外との交流や、遠方の専門家を

ゲストティーチャーとして招くなどの取組も可能であり、学びの質を高める。また、感染

症予防等の緊急時における「学びの保障」の観点から、タブレット端末における遠隔授業

及び家庭における学習が可能になる教育環境の充実を図っていく。 

■ 誰ひとり取り残さない個別最適化された学び 

文部科学省のＧＩＧＡスクール構想等によるタブレット端末一人一台環境の整備を活用

し、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子ども達一人一人に個別最適化され、

資質や能力が育成できる教育ＩＣＴ環境の実現を図る。また、不登校等で学校に通えない

児童生徒に対する支援の一端として、タブレット端末の活用について検討を進めていく。 

■ プロジェクト型学習による創造性を育む学び 

主体的な学びを促し、自ら問題や課題を発見し、個人またはグループでの協働学習を通

して、課題を解決する能力を養うとともに、コミュニケーション能力、協調性、自分たち

で計画し実行する能力を養う。 

■ データの有効活用によるエビデンスに基づいた取組 

成績データや行動記録などの校務系データ、デジタル教材の活用履歴、デジタルドリル

等の学習履歴などの学習系データを教育データとして蓄積・可視化し、学習データを利活

用することにより、誰一人取り残さない、個々の状況に応じたきめ細かい指導の充実や授

業改善を図る。 

■ 業務改善の方針に基づいた校務の効率化 

市内小中学校で運用されている統合型校務支援システムの機能を効果的、効率的に活用

することにより、児童生徒のデータの成績、行動記録、通知表、健康記録、指導要録等を

一元管理することで、校務の効率化、教職員の業務改善につなげる。 

 これらの教育のデジタル化を効果的、効率的に進めることも目指し、教育現場においては教育

ＩＣＴ機器の整備とともに、ニーズに応じた教職員研修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（７）新居浜市のデジタル田園都市国家構想 

  デジタル田園都市国家構想は、官民が協力し、デジタル技術を活用することで、デジタル基

盤が整った都市部だけではなく、過疎化、高齢化等の課題がより深刻な地方にこそ、地方の良

さを生かしながら地方活性化、社会課題の解決を図る「全国どこでも誰もが便利で快適に暮ら

せる社会」を目指す国が掲げた構想である。地域の豊かさはそのままに、都市と同じ又は違っ

た利便性と魅力を備え、「暮らし」や「産業」において、デジタルを活用し新たなサービスや

共助のビジネスモデルを生み出しながら、地域がデジタルの恩恵を受けられることを目指して

いる。 

全国的な課題となっている急激な少子高齢化・人口減少は、本市にとっても深刻な課題であ

り、本市で暮らす市民の健康・交通・災害対応・地域の安心安全への取り組みは急務となって

いる。 

行政や物流、地域交通などの生活インフラの基盤である都市ＯＳとマイナンバーカードによ

る公的個人認証機能の連携は、市民生活の利便性を向上する新たなサービスを提供する上で必

要不可欠である。 

本市では令和 4 年度からデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用して、交通分野でのＭ

ａａＳシティに向けた取組やスマート農業、マイナンバーカードのさらなる利活用を進める事

業などに取り組んでいる。 

今後においても、デジタル化を進めることを目的とせず、だれ一人取り残さず、市民が「心

ゆたかな暮らし」「持続可能な環境・社会・経済」が実現できるよう、急速に変化する社会に

おいて、市民ニーズを鑑みながらデジタル化を推進していく。 

 

（８）その他（データ利活用、デジタル人材育成、他地域への展開等） 

   デジタル人材育成のためのワークショップやハッカソン、データ利活用のための、データ

プラットフォームＡＰＩ技術セミナーなどを開催する。 

   また、取組が持続的に社会実証されるためには、事業継続のための資金の確保も必要とな

ることから、サービスの広域化、自治体間連携によるランニングコストの低減を図る。 

 

９ データ利活用の方針 

（１） データプラットフォームの整備および活用方針 

・データ（共通）プラットフォームは、ＦＩＷＡＲＥを採用し、高度なセキュリティを有す

るクラウドサービスを利用する。 

・構築した共通プラットフォームにおいて、取得したデータを多様な主体が活用できる仕様 

（プロセス）を策定する。 

・個人情報が含まれるデータを取得する際は、個人情報保護法に則り、本人の同意を得た上

で取得することとする。また、取得した個人情報を含むデータは、パーソナルデータ化し

特定可能な個人情報は公開しないこととする。 



・パーソナルデータの公開及び活用は、協議会内及び関係する企業等と協議し適切に扱う。 

・取得したデータを利活用した新たな価値を創出することを目的にデータの公開・利用方法

を仕様化する。 

・今後追加するアプリケーションやサービス及びそのプラットフォームとの連携が可能とな

る仕様を策定する。 

 

（２）蓄積された一部データのオープン化 

・ダッシュボードに公開及びダウンロードを可能とする。 

・利用申請不要、利用規約に承認し利用する。 

 

（３）オープンデータＡＰＩ利用促進 

・データ利用のプロセスの策定・公開（利用承認までの手順作成） 

・提供する機能・データ一覧を公開（オープンデータカタログサイト） 

・商用・非商用の区分及び有償・無償の区分のルール化 

  ・開発マニュアル・ガイドの公開 

・連携技術に関する相談窓口の開設 

・オープンデータＡＰＩ技術セミナーの開催 

 

（４）公的個人認証機能と連携した市民サービス 

  ・市が提供する各種サービスとの連携 

  ・公的個人認証されたパーソナルデータを蓄積・利活用したサービスの質の向上と新たなサ

ービスの創出 

 

（５）地域での協働に向けた取組 

本市が取り組む各種事業は、汎用性のあるシステムを採用しているため、本市と同じ課題

を持つ全国の自治体で導入が可能と考える。しかし、システムやアプリケーションを運用す

る事業者や人材確保が課題になることも考えられる。同じ課題を持つ自治体でも地域により

事情が異なるため、システムの導入は容易でも、その後のサービス運用を検討する必要があ

る。また、各種事業に取り組む本市としては、共通プラットフォームを中心に近隣自治体等

とのシステム及びサービスの共用を実現することができれば、住民サービスの拡大やデータ

取得及びコスト負担に対して大きなメリットがあると考える。 

 

 

 

令和３年４月 策定 

令和６年４月 改訂 


